
令和２年５月２９日 

尼 崎 商 工 会 議 所 

 

本会議所事務局の業務時間並びに人員体制について 

 

 

 ４月２０日から新型コロナウイルス感染症に係る感染防止のため、本会議所事務局の業

務時間の短縮、人員体制の縮小をしておりましたが、６月１日（月）より通常の業務時間並

びに人員体制に戻りますのでご案内申し上げます。 

 

 なお、同感染症の感染防止の観点から、引き続き以下のとおりの対応を図ります。 

  ①職員のマスク着用 

  ②シールド越しでの相談・受付対応 

  ③手洗い励行、消毒液の活用等 

  ④会議は部屋の扉を開放し、換気を十分に行った上での開催 

以 上 


